
第2 高齢者の人権 

1 基本的視点 

（1） 高齢者問題の現状 

 我が国は、医学の進歩による平均寿命の伸びと少子化により、諸外国に例を見ないほど急激な

早さで高齢化社会を迎えている。65歳以上の高齢者の全人口に占める割合は、1970（昭和45）年

に7.1％であったが、2013（平成25）年には25.1％と初めて25％を超え（総務省統計局人口推計）、

さらに2025（平成37）年には、30.3％に達するものと推計されている（国立社会保障・人口問題

研究所推計）。また、認知症率、要介護率が急速に増加する75歳以上の後期高齢者の全人口に占

める割合も、2016（平成28）年で27.0％に達している（総務省統計局2016〔平成28〕年データ）。 

高齢者が社会でどのように生活しているかというと、65歳以上の高齢者の子供との同居率は1980

（昭和55）年に約70％であった数値が、2014（平成26）年には40.6％になっており、子供との同

居の割合が大幅に減少している。高齢者だけで生活している世帯が急増している状況にある。ま

た、65歳以上の高齢者の一人暮らしの割合も2010（平成22）年に男性で11.1％（高齢者人口比）、

女性で20.3％（高齢者人口比）と顕著になっており（平成28年高齢社会白書）、独居暮らしをし

ている高齢者の増加傾向が窺われる。 

 高齢者だけの世帯の増加や一人暮らし高齢者の割合の増加からもわかるとおり、高齢者だけで

の在宅生活が既に限界になっているものの、在宅生活をなかなか諦めきれずに生活をしていると

いった方々人々が多くなってきている。判断能力の低下や孤独を抱えるこのような高齢者を狙っ

た財産侵害や悪徳商法による消費者被害も多発している。 

 仮に、在宅生活を親族等の支援のもとで送ることが出来たとしても、在宅介護に携わる親族等

の介護者の負担加重から高齢者に対する虐待等の人権侵害が行われたというような事案が社会

問題となっている。 

他方、高齢者を受け入れる介護施設においても、プライバシーに対する配慮がなされていなかっ

たり、身体の安全といった名目下で高齢者をベッドや車椅子に縛っておく身体拘束等の人権侵害

が行われている事例が数多く見られる。 

（2） 高齢者の権利擁護と基本的視点 

 「高齢者」と言っても一括りにできない多様な人々が含まれる以上、一人一人が住み慣れた地

域で自分らしく生き生きとした生活が送れるために必要とされる支援は異なっている。高齢者の

人権と福祉を考えるに当たっては、すべての人が、同じ人間として普通に生活を送る機会を与え

られるべきであるというノーマライゼーションの理念を基礎として、高齢者の自己決定権を十分

に尊重し、その残された能力を最大限に活用し、住み慣れた地域で生き生きとして生活を送るこ

とができるように支援することが必要である。 

 



2 成年後見制度の活用 

（1） 成年後見制度の利用促進 

 2000（平成12）年4月から施行された介護保険制度により、介護サービスの利用は措置制度か

ら契約関係に移行した。これに伴い、認知症等の判断能力の低下・喪失がみられる高齢者が契約

上の不利益を被らないよう成年後見制度が導入された。 

 この間、成年後見制度の利用は飛躍的に進み、後見・保佐・補助の3類型の開始審判申立件数

は2000（平成12）年度が8,956件であったところ、2015（平成27）年は33,966件と大幅に増加し

ており、同年12月末時点における成年後見制度（成年後見・保佐・補助・任意後見）の利用者数

は合計で191,335人となっている（最高裁判所事務総局家庭局発表「成年後見関係事件の概況」）。

今後、団塊の世代が後期高齢者になるに伴い、さらに成年後見制度の活用が見込まれる。 

 家庭裁判所も事件数の増加への対応に追われているが、さらに一般市民の方、障害を有する方

人により配慮した利用しやすい制度の構築、家庭裁判所の人的・物的拡充による審理の迅速・適

確化が必要である。この点、「成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）」

が2016(平成28)年4月8日に成立した。同法は、2016(平成28)年10月13日から施行される予定であ

り、今後の成年後見制度の利用にあたっての障壁を取り除く契機となることが期待される。 

（2） 親族後見人等による権利侵害への対策 

 成年後見制度の普及に伴い、後見人等による財産侵害等の権利侵害といった問題が現実化して

いる。後見人が高齢者らの預貯金を横領する事件が多発したため、最高裁が2010（平成22）年6

月以降から開始した調査結果によると、成年後見人全体の不正は、2011（平成23）年には311件

（被害総額33億4,000万円）、2012（平成24）年には624件（同48億1,000万円）、2013（平成25）

年には662件（同44億9,000万円）、2014（平成26）年には831件（同56億7,000万円）となってお

り、2015（平成27）年には521件（同29億7,000万円）と若干減少しているものの、成年後見制度

自体の根幹を揺るがす非常に憂慮すべき事態にある。 

 本来、後見人の監督を行う立場にあるのは家庭裁判所であるものの、家庭裁判所自らが後見人

の監視といった監督機能を充足することが困難であったことから、東弁は、2013（平成25）年度

に、他会に先がけて弁護士会による後見人・後見監督人候補者の推薦方式（団体推薦方式）を強

化し、親族後見人の後見監督人を積極的に引き受けて親族後見人に対する監督機能を充足すべく

活動してきた。 

 また2011（平成23）年に最高裁が親族による横領等の不祥事を防止するための方策として、信

託協会の協力を得て「後見制度支援信託」という仕組みを提唱し、その試行的運用を開始した。

しかしながら、成年後見制度が本人の自己決定権の尊重を理念とし、本人のための柔軟な財産管

理や身上監護を目指している制度であるのに対し、後見制度支援信託は運用によってはこれに悖

もとるおそれがある。より具体的に述べると、現在運用がなされている後見制度支援信託は、成

年被後見人（本人）の流動資産が500万円以上の場合に信託運用が検討されることになっており、

信託契約の指示書が家庭裁判所から交付されると、仮に本人が特定の預貯金を相続人に相続させ

る遺言書を作成していたとしても、後見人が当該預金を解約して信託銀行に信託設定しなければ



ならなくなる。東京三弁護士会は、東京家庭裁判所における後見制度支援信託の試行的運用にあ

たって、その運用が本人のための後見制度の趣旨に悖もとらないよう、事案の内容に応じて適切

な運用がなされるよう協議を尽くしてきた。現状、東京家庭裁判所では、本人の状態に応じて手

元金の余裕を認め、むしろ本人の財産のうち一部のみを信託に付して最低限の財産を保全するな

ど、柔軟な運用がなされているものの、本人の意思決定をより尊重した運用が強く望まれるとこ

ろである。 

（3） 弁護士後見人等への信頼の確保 

 親族後見人の不正にも増して憂慮すべき事態は、弁護士や司法書士ら「専門職」後見人の不正

行為が少なからず発生している点である。 

 前記2で記載した後見人の不正行為のうち、専門職後見人による不正行為は、2011（平成23）

年には6件（被害総額1億3,000万円）、2012（平成24）年には18件（同3億1,000万円）、2013（平

成25）年には14件（同9,000万円）、2014（平成26）年には22件（同5億6,000万円）となってお

り、2015（平成27）年には37件（同1億1,000万円）となっている。残念ながら、弁護士後見人等

による不祥事の中には弁護士会の役職を務めた者も複数含まれており、弁護士への信頼を根底か

ら覆す事象であり、不祥事防止のために積極的に有効な対策をとることは喫緊の課題である。 

 この点、司法権の独立（憲法76条）と、これを支える弁護士の独立性確保を強調する立場から、

個々の弁護士が受任する事件に関する弁護士会の指導・監督については、消極的な意見がみられ

る。しかし、弁護士会が強制加入団体であり、個々の弁護士に対する資格審査、懲戒などの監督

が弁護士会にのみ認められている弁護士自治の趣旨に鑑みれば、弁護士による不祥事を防止する

ために積極的な手立てを講じ、社会的責任を果たすことは、弁護士自治を守り、弁護士の国家権

力からの独立性を維持するために避けては通れない課題である。 

 前述したとおり、後見人等に対する監督は、第一義的には家庭裁判所の役割である。しかしな

がら、専門職後見人等としての弁護士の職務の適正に関して、弁護士会は独自の立場で、判断能

力の低下した被後見人等の権利擁護の観点から、弁護士の職務の適正をチェックし、あるいは、

弁護士が不祥事に陥らないよう業務を支援する体制を整備すべきである。 

 なお、東京家裁の弁護士・弁護士会に対する信頼を回復するため、東弁は、2013（平成25）年

度に、他会に先がけて弁護士会による後見人・後見監督人候補者の推薦方式（団体推薦方式）を

強化し、研修や事案検討会の充実・強化を図り、報酬の5％を弁護士会に納付させることを通じ

て業務遂行状況を把握するなど、弁護士会としての管理監督体制を、個々の弁護士の独立に反し

ない限度で行う体制を作った。 

 また、直近では、弁護士の職務又は業務に伴う、業務上横領又はそれに準ずる行為によって損

害を被った被害者に対して一定額を給付する依頼者保護給付金制度の検討が日弁連において行

われており、弁護士に対する信頼の回復と被害者の財産的損害の緩和を目指した取り組みが進め

られている。（第2部第1章第2の2項参照） 

 



3 高齢者虐待 

 近時、高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設な

どで表面化し、社会的な問題となっている。2005（平成17）年6月、介護保健法が改正され、高

齢者等に対する虐待の防止及びその早期発見その他権利擁護のため必要な援助等の事業が市町

村の必須事業とされるようになった（介護保険法115条の38第1項4号、現115条の45第2項2号）。

この事業の内容として、成年後見制度を円滑に利用できるよう制度に関する情報提供を行うこと

が挙げられており、2006（平成18）年4月から発足した全国の市町村が設置する地域包括支援セ

ンターが、この事業を担うこととされている。また、2006（平成18）年4月から「高齢者虐待防

止法、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「高齢者虐待防止法」という。）が

施行された。 

 高齢者虐待防止法は、①身体的虐待、②介護・世話の放棄・放任、③心理的虐待、④性的虐待、

⑤経済的虐待を「虐待」と定義している。 

 虐待者は、被虐待者と同居している者が88.6％と多数を占め、虐待されていることを自覚して

いる高齢者は約半数にとどまっている。 

 高齢者虐待を覚知した自治体には、家族からの虐待から避難させなければならない場合等にお

いて老人福祉法上の措置により施設入所等を行うことや（老人福祉法11条等、高齢者虐待防止法

10条）、財産上の不当取引等の被害を防止するため成年後見制度の申立等が義務づけられている

が（高齢者虐待防止法28条）、法律上の専門的相談まで地域包括支援センターの職員が担当する

ことは現実的でなく、弁護士等法律専門家とのネットワークの構築により、必要に応じて連携・

役割分担して被虐待高齢者を救済していくことが求められている。また、高齢者虐待防止法は養

護者に対する支援も規定しており、被虐待者に関する情報が遮断されることになる養護者に対す

る適切な支援（カウンセリング、助言等）を行うことも非常に重要な課題であると言える。 

 このため、弁護士会としては、各自治体及び地域包括支援センター等からの要請に応じて臨機

に専門的相談を提供できるネットワーク作りを重要な活動の一つと位置づけなければならない。

低所得者への対応など、法テラスとの協力関係も構築すべきである。 

  

4 認知症高齢者の医療をめぐる問題点 

 2006（平成18）年4月、介護報酬・指定基準等の見直しが行われた。その一つとして、指定介

護老人福祉施設において、一定の看護・医療体制の確保を条件に、医師が一般に認められている

医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対する「看取り介護」への介護報酬加算

が創設された。平成27年度介護報酬改訂においても入所者や家族の意向の尊重と、看取り体制強

化に向けた推進施策が示されたところである。 

 しかしながら、本人の意思確認が困難となる終末期においては、従前の本人の意向と家族の意

向とに相克が生じることも予想される。また、そもそも後見人等には医療同意権は付与されてい

ない現状、代諾権者が誰か判然としない状況下で、安易に家族の意向を優先させれば、生命の維

持という最も根本的な人権が侵害されかねない。日弁連においても、2011(平成23)年12月15日付



「医療同意能力がない者の医療同意代行に関する法律大綱」において、家族による医療同意の代

行決定の法的位置づけと成年後見人に医療同意の代行決定権限を与えた場合の位置づけを特別

法で整理するように促す提言がされているところである。 

 「看取り介護」の実施状況を調査するとともに、適正な実施のための本人の意思決定を重視す

る体制の整備、医療同意代行権限に関する法整備、「看取り介護」の実施状況の監視が必要であ

る。 

 

5 消費者被害 

 2014（平成26）年度の65歳以上の高齢者に関する消費生活相談は26.1万件に上っている（平成

27年版消費者白書）。判断能力の低下や孤独感などから、高齢者を狙った財産侵害や悪徳商法によ

る消費者被害が多発している。 

 これらの被害の再発防止は成年後見制度の活用によるとして、被害の回復には弁護士による法

的助力が不可欠である。2004（平成16）年6月に施行された総合法律支援法は7条において、「総

合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、国、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合

会及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続

における法による紛争の解決を行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は

障害者の援助を行う団体その他の関係する者の間における連携の確保及び強化が図られなけれ

ばならない」と規定する。 

 この趣旨に則って、弁護士会は、高齢者又は障がい者の援助を行う地域包括支援センターや社

会福祉協議会、その他援助団体との連携関係を築き、関係を強化していかなければならない。低

所得者への対応など、法テラスとの協力関係も構築すべきである。 

 


